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第３章 原子力利用の着実な推進
３－１．エネルギー利用 〔原子力発電〕
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※上の図は、イメージを示すためのものであり、設備容量は５８ＧＷで一定と仮定。
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今後の原子力発電の推進に当たっては、以下を指針とする。

○既設の原子力発電施設を安全の確保を前提に最大限に活用
する。新規の発電所の立地に向けて、立地地域をはじめとす
る国民の理解を得る取組を着実に推進する。

○2030年前後から始まると見込まれる既設の原子力発電施設
を代替する発電施設の運転開始に向けては、現行の軽水炉
を改良したものを採用する。

○高速増殖炉は2050年頃から商業ベースでの導入を目指す。

ＣＯ２排出量を半分以下にすることを目指し、
省エネルギー、化石エネルギーの効率的利用に
努め、新エネルギー、原子力を、それぞれぞれの

特徴を生かしつつ最大限に活用

原子力発電が2030年以降も総発電電力量
の30～40%という現在の水準程度かそれ

以上の供給割合を担うことを目指す。

高速増殖原型炉「もんじゅ」

軽水炉（敦賀発電所２号機）

基本的考え方
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使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、

ウラン等を有効利用することを基本方針とする。
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六ヶ所再処理工場

第３章 原子力利用の着実な推進
３－１．エネルギー利用〔核燃料サイクル〕

○天然ウランの供給を将来にわたって安定的に確保する。

○濃縮ウランの供給安定性や核燃料サイクルの自主性を向
上するために濃縮ウランの国内供給体制を整備する。

○使用済燃料の再処理は国内で行うことを原則とし、国内で
利用可能な再処理能力の範囲で再処理を行い、これを超え
て発生するものは中間貯蔵する。

○再処理で回収したプルトニウムはプルサーマルで利用する
こととし、これを着実に推進する。当面は、海外において
回収されたプルトニウムを海外においてＭＯＸ燃料に加工し
て国内に輸送して使用、国内の再処理能力の整備にあわせ
て国内にＭＯＸ燃料製造能力を整備する。

○中間貯蔵された使用済燃料及びプルサーマルに伴って発
生する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の処理方策は、２０１０年頃
から検討を開始する。

○政策選択に関する柔軟な検討を可能にするために使用済
燃料の直接処分技術等に関する調査研究を適宜に進める。

基本的考え方
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原子力発電を巡る最近の状況（１）

長期エネルギー需給見通し（平成20年5月
総合資源エネルギー調査会需給部会）より

〔原子力の役割の増大〕

・ 国際原子力機関(ＩＡＥＡ)の高位予測では、現在の約３９０ＧＷである世界の原子
力発電設備規模は、2030年には７４８ＧＷに到達。

・ 総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会需給部会が2008年5月にまとめた「長期ｴﾈﾙｷﾞｰ需給
見通し」では、原子力発電は、安定かつCO２排出量の少ない電源としてシェアは
着実に増える見通しとし、省エネを最大限普及させた場合には原子力発電の発
電電力量に占める割合は2030年時点で40％を超えると予測。
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原子力発電を巡る最近の状況（２）

※フランスでは1982年より電力需要に応じて出力を低下さ
せる負荷追従運転が取り入れられているため相対的に低い。

2002年以降に発生した点検記録不正問題に起因する定期検査
期間の長期化や二次系配管破断事故・タービン羽根損傷等に起
因する点検などのため低迷。

政策評価部会（第２６回）資料第３号

『「エネルギー利用（原子力発電）」

電気事業者の取組状況について』より

〔設備利用率の低迷〕

・ 2002年以降に発生した点検記録不正問題に起因する定期検査期間の長期化、
二次系配管破断事故・ﾀｰﾋﾞﾝ羽根損傷等に起因する点検、2007年の中越沖地震
の影響を受けたプラントの長期停止などのため低迷。

※ 2007年度の我が国の設備利用率：60.760.7％％
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原子力発電を巡る最近の状況（３）

建設計画公表（2009年1月）川内３号機九州電力

建設計画公表（2009年1月）浜岡６号機中部電力

建設中：３基、建設準備中：１０基、建設計画公表：２基計合

建設準備中（着工：2010年10月、運開：2017年3月）敦賀４号機発電

建設準備中（着工：2010年10月、運開：2016年3月）敦賀３号機日本原子力

建設中（着工：2008年5月、運開： 2012年3月）大間電源開発

建設準備中（着工：2013年度以降、運開：2018年度以降）上関２号機

建設準備中（着工：2010年度以降、運開：2015年度以降）上関１号機

建設中（着工：2005年12月、運開：2011年12月）島根３号機中国電力

建設準備中（着工：2012年度以降、運開：2018年度以降）東通２号機

建設準備中（設置許可申請：2006年9月、着工：2009年 4月、運開：2015年12月）東通１号機

建設準備中（着工：2010年4月、運開：2015年10月）福島第一８号機

建設準備中（着工：2010年4月、運開：2014年10月）福島第一７号機東京電力

建設準備中（着工：2014年度以降、運開：2019年度以降）東通２号機

建設準備中（着工：2014年、運開：2019年度）浪江・小高東北電力

建設中（着工：2003年11月、運開： 2009年12月）泊３号機北海道電力

現 状（2009年2月末現在）発電所名事業者名

〔新・増設計画の進展〕
・ 中部電力の浜岡５号機は、2005年12月に、北陸電力の志賀２号機は、2006年3

月に営業運転を開始。東京電力の東通１号機は、2006年9月に設置許可申請。
中国電力の島根３号機は、2005年12月に、電源開発の大間発電所は、2008年5
月に建設工事を着工。これらを含む１３基の新・増設計画に加えて、中部電力の
浜岡６号機及び九州電力の川内３号機の増設計画が公表されている。
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「原子力発電」に係る関係機関の取組状況（１）

① 2006年8月に原子力立国計画をとりまとめ。

② 電力自由化の下で民間が原子力発電に係る長期的な投資を行うことを
促すために、第二再処理工場関連費用の暫定的積立制度の創設（バッ
クエンド対応）、原子力発電所新・増設費用の運転開始前積立制度の創
設（初期投資負担の平準化）及び原子力発電施設解体引当金制度の積
立ての過不足の評価（廃炉費用負担の軽減・平準化）を実施。また、原
子力発電のメリットの可視化の視点も含めて、電気事業者別排出係数を
公表。

③ 原子力発電の安全性や必要性に関する国民との相互理解を促進する
広聴・広報活動や地域振興に向けた継続的な支援を実施。

④ 世界標準を獲得し得る次世代軽水炉の開発、高速増殖炉サイクル技術
の実用化に向けての研究開発を戦略的プロジェクトとして重点的に推進。

⑤ 保全プログラムを基礎とする検査の仕組みを2009年1月から導入。この
仕組みの導入を進めるにあたり、原子力立地地域を中心に頻繁に仕組
みの説明を実施。

経済産業省
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「原子力発電」に係る関係機関の取組状況（２）

① 2006年の安全総点検の結果を踏まえ、経営層が現場第一線とのコミュ
ニケーションを継続的に図り、作業の品質マネジメントに係るＰＤＣＡを
通じて、問題の芽の早期発見と解決に取り組む環境を実現していくこと
の重要性を再確認し、引き続きこの取組を継続。

② ＮＳネット、原子力施設情報公開ライブラリー ニューシア（ＮＵＣＩＡ）、
ＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ）及び ＰＷＲ事業者連絡会（ＪＰＯＧ）によ
るピアレビューを通じての運転管理、保全活動の相互評価を継続。トラ
ブル情報や新知見とそれに対する対応、経年変化の技術的評価を共
有して、高い水準の運転管理に努める。

③ 保守管理技術の高度化、状態基準保全の適用拡大と時間基準保全間
隔の適正化、高経年化対策の充実のあり方についての検討を各電機
事業者が共同して取り組んでいる。

④ 高経年化に向けた取組を進めるにあたり、電気事業者とメーカーの間
で役割・責任分担を明確化。

⑤ 日本原子力学会における原子力発電所の定格出力向上に係る技術的
課題の検討結果を踏まえて、日本原子力発電(株)は、東海第二発電所
の定格出力向上に関する設置許可変更の申請に向けた検討を実施。

電気事業者
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「原子力発電」に係る関係機関の取組状況（３）

① 各事業者は、海外需要が増大する動向を見据えて、海外市場における

受注活動を一層活発化。さらに、市場拡大を見据え、プラントレベルの

受注が可能となるように、事業統合や特定分野での業務・技術連携な

ど、様々な形で国際的な事業連携を強化。

② 各事業者は、国の次世代軽水炉開発、高速増殖炉サイクル技術の実

用化にむけた研究開発の取組に、これらを将来の製品ラインアップに

加える観点から協力。

製造事業者
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政策評価部会における
「原子力発電」に関する主な議論（１/２）

○ 国及び電気事業者は、これまで整備してきた立地地域社会と原子力施
設が共存していく仕組みを、施設の高経年化に応じて更新していくこと
や、人々の価値観や社会環境の変化を踏まえて見直し、あるいは強化
していくべきではないか。

○ 国は、安全確保に係る行政決定や処分に関する説明が率直に受け入
れられない理由を分析し、その改善のあり方について検討していくべき
ではないか。事業者も週末に出力低下する運転方式を将来採用する際
に、それがスムーズに受け入れられる方策を検討するべきではないか。

○ 国民に安定して電気を供給していく義務を負っている電気事業者の経
営者は、その義務の遂行が困難になる事態に立ち至る原因となる可能
性のある事案や情報を科学的に評価して、規制当局と議論し、その結
果を踏まえて、国民を含む関係者がその解決の優先順位や解決に向
けての役割分担とロードマップを共有していく仕組みを整備するべきで
はないか。

○ 電気事業者は、国内の機器供給業者が海外市場に力を入れ始めてい
ることから、自らの技術基盤の維持にこれまで以上に経営資源を注ぐ
必要があるのではないか。これを各電気事業者が個別に行うよりは、
共同して行い、規模の経済を働かせるべきではないか。
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政策評価部会における
「原子力発電」に関する主な議論（２/２）

○ 国は、総合的に公益等を勘案して、原子力発電所建設のような長期投

資を行っていくことを促す環境整備を行ってきているが、なお、発電設

備投資を忌避する傾向があるとすれば、その根本原因を分析し、公益

に資する投資を促す方策について検討し、整備していくべきではないか。

○ 原子炉製造事業者が国際市場において、他国の事業者と競争して顧

客を獲得していく際に、競争条件が不利にならないように、国はそうし

た商談を開始する前提となる原子力協定の締結に始まり、金融、損害

賠償制度に至るまでの関連インフラの整備に努めるべきではないか。

○ 2030年前後から始まると見込まれる既設の原子力発電施設の代替に

備えて次世代軽水炉を開発するには、電気事業者がその時期からそ

れを本格的に採用するためには、2020年代前半にはその実証炉が運

転され、初期故障が十分に取り除かれ、信頼性が確保され、建設に着

手できることが必要である。このため、それまでに新型炉の各種実証試

験や実運転の実績を積むことができるよう、技術開発計画を適切に立

案実行していく必要があるのではないか。
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核燃料サイクルを巡る最近の状況（１）

政策評価部会（第２６回）資料第３号

『「エネルギー利用（原子力発電）」電気事業者の取組状況について』より

天然ウランのスポット価格推移
（出典：The Ux Consulting Company,LLCのスポット価格）
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〔天然ウラン価格の上昇〕

・ 天然ウラン価格は、現在は４０ドル前後で落ち着いているものの、2008年には、中
国等アジア諸国のｴﾈﾙｷﾞｰ需要増の顕在化等により、ポンド１００ドルを超えること
もあった。
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核燃料サイクルを巡る最近の状況（２）

〔海外ウラン濃縮事業者の設備状況〕

・ 米国において、ＵＳＥＣ社の他、アレバ社、ウレンコ社が遠心分離
法による濃縮工場の運転開始を予定。ウレンコ社、ＴＥＮＥＸ社も現
在の設備を増強。これらの計画がすべて順調に推移すれば、2015
年時点での需要に応えるに十分な供給能力が整備されることにな
ると予想される。

〔ＭＯＸ燃料加工事業の進展〕

・ 日本原燃は、2005年4月に事業許可申請を行なうとともに、2008
年10月から準備工事をするなど進展が見られる。

〔プルサーマルの進展〕

・ 2009年3月に、九州電力、四国電力及び中部電力は、仏MELOX
社で製造したＭＯＸ燃料の海上輸送を開始。関西電力、中国電力、
東北電力、北海道電力は、ＭＯＸ燃料加工契約を締結、設置変更
許可を受領、地元申し入れを行なうなどの進展が見られる。
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核燃料サイクルを巡る最近の状況（３）

・今後地元申し入れ敦賀２号機

・今後地元申し入れ東海第二日本原子力発電

・2008年4月 設置許可受領

・2008年5月 着工

大間（フルMOX）電源開発

・2005年9月 設置変更許可受領
・2006年3月 地元了解
・2007年10月 仏MELOXにてＭＯＸ燃料加工開始
・2009年3月 仏から日本へＭＯＸ燃料輸送開始

玄海３号機九州電力

・2008年10月 設置変更許可受領

・2009年3月 地元了解

島根２号機中国電力

・2004年5月 愛媛県及び伊方町に事前協議を申し入れ
・2006年3月 設置変更許可受領
・2006年10月 地元了解
・2008年4月 仏MELOXにてＭＯＸ燃料加工開始
・2009年3月 仏から日本へＭＯＸ燃料輸送開始

伊方３号機四国電力

・今後地元申し入れ大飯（１～２基）

・1998年5月 設置変更に係わる地元事前了解
・1999年 ＢＮＦＬによるMOX燃料データ問題
・2004年3月 海外加工メーカー等とＭＯＸ燃料の調達に関する基本契約を締結
・2008年10月 ＭＯＸ燃料加工契約締結
・2009年1月 ＭＯＸ燃料加工開始

高浜３，４号機関西電力

・2007年7月 設置変更許可受領
・2008年2月 地元了解
・2008年5月 仏MELOXにてＭＯＸ燃料加工開始

・2009年3月 仏から日本へＭＯＸ燃料輸送開始

浜岡４号機中部電力

・今後地元申し入れ志賀（１基）北陸電力

・1999年3～4月 地元了解
・2002年9月 自主点検に関する不正問題により、新潟県知事、柏崎市長、刈羽村長

による３者会談において事前了解の取消しに合意

柏崎刈羽

・保有する発電所の３～４基で実施する意向
・1998年11月 地元了解
・2002年9月 自主点検に関する不正問題により、福島県知事が事前了解の白紙撤回を表明

福島第一東京電力

・2008年11月 地元申し入れ、設置変更許可申請女川３号機東北電力

・2008年4月 地元申し入れ
・2009年3月 地元了解、設置変更許可申請

泊３号機北海道電力

プルサーマルに係るこれまでの取組発電所名事業者名
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「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（１）
天然ウランの確保

① 2007年4月に甘利経済産業大臣（当時）が原子力関連産業界（商社、電

気事業者、製造事業者等）・独立行政法人（日本貿易保険、ＪＡＥＡ等）

のトップを含む総勢150名からなる官民合同ミッションとともにカザフスタ

ンを訪問し、相互裨益の観点からの二国間協力の推進が合意。その後

もウズベキスタン、モンゴルに対する資源外交を推進。

② 民間事業者の海外におけるこうしたウラン探鉱事業を支援するため、

海外ウラン探鉱支援事業補助金制度を創設。

① 天然ウランを安定して確保するために、引き続き、契約先の多様性を

確保しつつの長期購入契約の締結、開発輸入活動への投資を実施。

② 総合的な二国間協力の発展を求める国々において、官民の総合的な
取組の一環として、ウラン鉱山の探鉱及び開発プロジェクトに資本参画。

経済産業省

電気事業者
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「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（２）
日本企業による主なウラン鉱山開発投資状況

ﾏｯｸﾘｰﾝﾚｲｸ カナダ 7.5%
アレバ社(70％)、デニソン社(22.5％)が出資。1999年生産開
始。

ﾐｯﾄﾞｳｴｽﾄ カナダ 5.7%
アレバ社(69.2％)、デニソン社(25.1％)が出資。2011年生産開
始予定。

ｱｸｰﾀ ﾆｼﾞｪｰﾙ 25.0%
アレバ社(34％)、ニジェール鉱物資源公社(31％)、スペインウラ
ン公社(10％)が出資。1978年生産開始。

日豪ウラン
資源開発㈱

※２
(ﾚﾝｼﾞｬｰ) (豪州) (10.64%)

豪州ERA社に資本参加（株式10.64％を保有）していたが、2005
年12月、全株式を売却。
2008年５月に、南オーストラリア州ゴーラークレイトンの２地区
で探査プロジェクトに参画することを公表（両地区において20～
25％の権益を取得予定）。

テプコ・リソーシズ社※３ 5.0%
ｲﾃﾞﾐﾂ･ｳﾗﾆｳﾑ･ｴｸｽﾌﾟﾛﾚｰｼｮﾝ･

ｶﾅﾀﾞ社　※４
7.875%

関西電力 10.0%

住友商事 25.0%

丸紅㈱ 12.0%
東京電力㈱ 12.0%

㈱東芝 9.0%
中部電力㈱ 4.0%
東北電力㈱ 2.0%
九州電力㈱ 1.0%

※１　国内の電力会社、鉱山会社、商社等29社が株主
※２　関西電力(50%)、九州電力(25%)、四国電力(15%)、伊藤忠商事(10%)が株主
※３　東京電力のカナダ子会社

備　　考

ｼｶ゙ ｰﾚー ｸ

海外ウラン
資源開発㈱

※１

会社名 出資鉱山 国名 出資比率

カナダ
カメコ社（50.025％）、アレバ社（37.1％）が出資。2011年生産
開始予定。

ハラサン ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ

ハラサン鉱山の開発・操業を行うキジルクム社及びバイケン-U
社を間接的に保有するカザトムプロム社関係会社（ハラサン鉱
山生産量の40％の引取権益を保有）の株式を日本企業６社で
保有。2008年試験生産開始。2014年フル生産（5000tU/年）に
移行予定

カザトムプロム社(カザフスタンの国営原子力会社)が65％出
資。2008年生産開始。2010年フル生産（1000tU/年)に移行予
定。

ｳｪｽﾄﾑｲﾝｸﾄﾞｭｯｸ ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ

政策評価部会（第２６回）資料第３号

『「エネルギー利用（原子力発電）」電気事業者の取組状況について』より
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「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（３）
ウラン濃縮

① 日本原燃(株)は、国産技術による遠心分離機を導入して建設された
六ヶ所ウラン濃縮工場の10数年にわたる運転を通じて、ウラン濃縮工
場の運転・保守の経験とノウハウを蓄積。

② 現在、六ヶ所ウラン濃縮工場においては、第一世代の遠心分離機の
運転を寿命に達したものから順次終了させており、その結果、生産能
力が減少。日本原燃(株)は、経済性・長期信頼性の高い新型遠心分離
機を開発してきており、2010年度末頃から順次新型遠心分離機を導入
し、10年程度をかけて1,500ｔＳＷＵ/年の設備規模に拡大する予定。ま
た、日本原燃(株)は、濃縮に伴い発生する劣化ウランを、将来の利用
に備え、適切に貯蔵。

③ 国内の転換サービスの規模は小さく、今後これをどうするべきか、関係
者で検討を進めている。

④ 経済産業省は、日本原燃(株) における新型遠心分離機の技術開発活
動を政府補助事業の対象として支援。



18

「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（４）
使用済燃料の取扱い（核燃料サイクルの基本的考え方） 〔1/2〕

① 再処理事業に対する財政投融資を実施。また、核燃料サイクル技術
及び地層処分に関わる技術開発を戦略的プロジェクトとして推進。

② 六ヶ所再処理工場で回収されるウランを再濃縮し、再び軽水炉で利用
するための技術開発を行う計画。

③ 六ヶ所再処理工場で再処理される以外の使用済燃料に関する費用を、
具体的な再処理計画が固まるまで暫定的に引当金として積み立て、
収支を平準化する制度を2007年3月に創設し、2006年度決算から適用。

① ふげんで使用されたＭＯＸ燃料の再処理に係る試験研究等を実施。

② ＪＡＥＡは、混合脱硝技術やガラス固化技術について、これまでの東海
再処理工場における技術開発及び運転経験の成果を日本原燃(株)に
技術移転するとともに、六ヶ所再処理工場の試運転を支援。

経済産業省

研究開発機関
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「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（５）
使用済燃料の取扱い（核燃料サイクルの基本的考え方） 〔2/2〕

① 日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場は、2004年12月よりウラン試験を、

2006年3月からは、使用済燃料を用いたアクティブ試験を実施。これに

関連して、六ヶ所サイト内に再処理技術開発研究所を設置し、技術開発

を実施するとともに、保守・補修を専門とする(株)ジェイテックや化学分

析を専門とする日本原燃分析(株)を立ち上げ。また、仏国アレバ社及び

ＪＡＥＡとの技術協力を維持・拡大。

② 日本原燃(株)は、アクティブ試験の最終段階において高レベル廃液のガ

ラス固化設備の運転条件を確立することに時間を要し、使用済燃料の

受け入れ計画や本格操業開始予定をたびたび変更。この間には、廃液

が設備室内に漏洩するなどのトラブルも発生した。これに対処するため、

品質保証活動を強化するとともに、技術的能力を高めるため、ＪＡＥＡと

の協力を強化している。

事業者



20

「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（６）
軽水炉によるＭＯＸ燃料利用（プルサーマル）

① 原子力発電所立地地域でプルサーマルシンポジウムや住民説明会を開催。
また、「国の顔が見える」取組として、座談会形式による少人数を対象とし
た広聴・広報活動を実施。加えて、電力供給地と電力消費地との交流事業
を実施。

② 六ヶ所ＭＯＸ燃料加工事業に関する技術的確証試験を政府補助事業とし
て、財政支援を実施。

① 2010年度までに全ての電気事業者が所有する原子力発電所１基ないし２
基にプルサーマルを導入することを目指して、各電気事業者がプルサーマ
ルの実施に向けて取り組んでいる。

② プルトニウム利用の透明性向上を図るため、毎年度プルトニウム利用計画
を公表。

③ 輸送ルート沿岸諸国に対する広報・理解活動を継続して取組。

経済産業省

① 日本原燃(株)は、ＭＯＸ燃料加工事業許可を2005年4月に申請し、2008年
10月には準備工事を開始。

事業者

電気事業者
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「核燃料サイクル」に係る関係機関の取組状況（８）
中間貯蔵及びその後の処理の方策／不確実性への対応

① 中間貯蔵施設の意義と安全性について、住民説明会等、施設の立地地域の住民
との直接対話の取組を推進。また、座談会形式による少人数を対象とした広聴・
広報活動も実施。

① 東京電力(株)と日本原電(株)は共同して、2005年11月にリサイクル燃料貯蔵(株)を
設立し、同社は2007年3月に、「リサイクル燃料備蓄センター」に係る使用済燃料貯
蔵事業許可を申請。2008年3月に準備工事を開始。

経済産業省

① 2006年12月の「高速増殖炉サイクル技術の研究開発に関する基本方針」と題する
決定において、2010年頃から開始する第二再処理工場の在り方に関する議論に
資する科学技術的な知見を提供することも念頭におくことを要請。

原子力委員会

電気事業者

研究開発機関

① 電力中央研究所は、使用済燃料の貯蔵容器の耐震性評価技術等の研究を実施。
また、日本原子力学会は、中間貯蔵施設用貯蔵容器の安全設計及び検査基準を
制定。

② ＪＡＥＡは、使用済燃料の直接処分技術に関する調査研究を実施。また、海水ウラ
ンの採取技術の枢要技術である吸着性能の高い素材の開発も実施。
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政策評価部会における
「核燃料サイクル」に関する主な議論（１/２）

○ ウラン資源を有する発展途上国は、ウラン資源開発を国の発展のため
に活用したいと考えていることから、こうした国に対しては、資源開発事
業への参入だけを進めるのではなく、人材育成などの基盤整備を含む
当該国の原子力に係る取組の推進を総合的な観点から支援していくべ
きではないか。

○ 日本原燃(株)は、ウラン濃縮工場において準備を進めている新型遠心
分離機の導入にあたっては、目標とする能力に計画通りに到達できる
ようにするため、一見些細なことも見逃さず十分な分析を行い、得られ
た知見の水平展開を怠らないなど、業務のリスク管理を徹底していくべ
き。また、世界の濃縮事業者が多国籍化を図りつつ、市場開拓を進め
ている現状を踏まえて、国としても、今後のこの分野の取組のあり方を
検討していくべきではないか。

○ 六ヶ所再処理工場の今後の現場の取組に当たっては、過去の知見を
踏まえて起き得る様々なシナリオを検討し、不都合をもたらす可能性の
あるものについては、未然にその発現防止策を講じるか、事後対策の
とりやすさを確認するなど、十分な業務リスク管理を行いつつ、着実に
困難の克服に取り組むことが大切。



23

政策評価部会における
「核燃料サイクル」に関する主な議論（２/２）

○ 核燃料サイクル事業の健全な発展を期待するため、国は使用済燃料
の中間貯蔵技術、再処理技術、放射性廃棄物の処理処分技術を中心
とする燃料サイクルに係る基盤的技術開発能力を強化しつつ維持して
いくべき。このため、国及び事業者は、こうしたサイクルに係る技術開発
に関して今後の取組のあり方やそのための人材の確保の方策につい
て、適切な役割分担のもと、共同して取り組むことを企画し、それを的
確に実行していくべきではないか。

○ 国及び研究開発機関は、大学や民間事業者とも協力して、使用済燃料
の直接処分技術、中間貯蔵施設における貯蔵期間を延伸する技術、ト
リウム利用技術、核変換・分離技術、核拡散抵抗性の向上方策、海水
ウランの採取技術など、我が国が現在実用化を目指す開発活動に位
置づけていない技術についても、適切な水準で研究開発を継続的に推
進していくべきではないか。


